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(57)【要約】
【課題】地上面を低速度で移動する移動目標をより確実
に検出することができる移動目標検出装置を得る。
【解決手段】所定の観測時間差を有する第１の観測地点
及び第２の観測地点における観測時期を設定する観測時
期設定手段２０と、アンテナから取得された２枚のＳＡ
Ｒ画像を格納するデータ格納部４０ａ、４０ｂと、デー
タ格納部に格納された２枚のＳＡＲ画像間の位相差をそ
れぞれ算出する位相差算出手段５０ａ、５０ｂと、第１
の観測地点の位相差から、移動目標の第１の位置および
移動速度を特定するとともに、移動目標が移動速度で第
２の観測地点まで移動した際の第２の位置を推定する移
動目標位置推定手段６０と、第１の位置における位相差
と、第２の位置における位相差とが、ともに所定閾値よ
りも大きい場合に、移動目標を真の移動目標と判断する
移動目標検出手段８０とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラットフォームの移動方向に分割可能な開口を持つアンテナに対して、所定の観測時
間差を有する第１の観測地点及び第２の観測地点における観測時期を設定する観測時期設
定手段と、
　前記第１の観測地点及び前記第２の観測地点のそれぞれに対応して前記アンテナから取
得された２枚のＳＡＲ画像を格納するデータ格納部と、
　前記第１の観測地点及び前記第２の観測地点のそれぞれに対応して、前記データ格納部
に格納された前記２枚のＳＡＲ画像間の位相差をそれぞれ算出する位相差算出手段と、
　前記位相差算出手段によって算出された前記第１の観測地点の位相差から、移動目標の
第１の位置および移動速度を特定するとともに、前記移動目標が前記移動速度で前記第２
の観測地点まで移動した際の第２の位置を推定する移動目標位置推定手段と、
　前記第１の位置における位相差と、前記第２の位置における位相差とが、ともに所定閾
値よりも大きい場合に、前記移動目標を真の移動目標と判断する移動目標検出手段と
　を備えることを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動目標検出装置において、
　前記移動目標検出手段は、所望の移動速度から算出した位相差を前記所定閾値として用
いることを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の移動目標検出装置において、
　前記第１の観測地点及び前記第２の観測地点のそれぞれに対応して、前記データ格納部
に格納された前記２枚のＳＡＲ画像間の複素相関を算出するコヒーレンス算出手段と、
　前記第１の観測地点及び前記第２の観測地点のそれぞれに対応して算出された前記複素
相関から理論的な結合確率密度を算出し、予め設定された誤警報確率を満たす閾値を前記
結合確率密度に基づいて算出する閾値算出処理手段と
　をさらに備え、
　前記移動目標検出手段は、前記閾値算出処理手段によって算出された前記閾値を前記所
定閾値として用いる
　ことを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の移動目標検出装置において、
　前記位相差算出手段により算出されたそれぞれの位相差の中で、所定の低速度から算出
した位相差以下のものを削除し、前記移動目標としての検出対象から除外する移動目標検
出処理手段をさらに備えることを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の移動目標検出装置において、
　前記移動目標検出手段により前記真の移動目標であると判断された移動目標について、
前記第１の観測地点と前記第２の観測地点での検出位置を比較し、両者の位置偏差が所定
値以下である場合には、静止目標であると判断し、真の移動目標から除外する目標位置判
定手段をさらに備えることを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の移動目標検出装置において、
　前記第１の観測地点に対応して前記データ格納部に格納された前記２枚のＳＡＲ画像の
中から１枚を選択するとともに、前記第２の観測地点に対応して前記データ格納部に格納
された前記２枚のＳＡＲ画像の中から１枚を選択する画像データ選択部と、
　前記画像データ選択部により選択された２枚のＳＡＲ画像間の複素相関を算出する第２
のコヒーレンス算出手段と、
　前記第２のコヒーレンス算出手段により算出された前記複素相関の分布から、変化の生
じた領域を抽出する変化抽出処理手段と、
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　前記移動目標のレンジ方向の移動速度と、前記変化抽出処理手段によって抽出された前
記変化領域とに基づいて、前記移動目標検出手段により真の移動目標と判断された移動目
標に対してアジマス方向のずれを補正するアジマスずれ補正手段と、
　前記観測時期設定手段によって設定された前記観測時期と、前記アジマスずれ補正手段
による補正後の前記真の移動目標の位置と、前記変化抽出処理手段によって抽出された前
記変化領域とに基づいて、前記真の移動目標のアジマス方向の速度を推定する変化目標検
出処理手段と
　をさらに備えることを特徴とする移動目標検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低速で移動する移動目標を高精度に検出する移動目標検出装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、レーダは、指向性を有するアンテナから電磁波を放射し、目標からの散乱波を
観測する。このとき、目標からの散乱波と同時に、地表面からの不要反射（以下、「クラ
ッタ」と称する）が観測される。このため、反射の小さな目標を検出することは、容易で
ない。そこで、例えば、反射の小さい移動目標を観測する場合には、ドップラー効果を利
用して、地表面からのクラッタを抑圧し、移動目標を検出する方法が用いられている。
【０００３】
　ところが、レーダプラットフォームが移動する場合には、アンテナビームの角度方向の
拡がりに応じて、クラッタのドップラー周波数も拡がってしまう。このため、低速で移動
する移動目標の信号と、クラッタの信号との分別が困難な場合が発生する。
【０００４】
　そこで、アンテナ開口をアンテナの移動方向に分割して、連続する２パルス間において
等価的にアンテナが静止している状況を作り出し、クラッタを抑圧する技術（Ｇｒｏｕｎ
ｄ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：以下、「ＧＭＴＩ」と称する）
が考案されている。
【０００５】
　図１２は、従来の移動目標検出装置を用いて移動目標を観測するときの一例を示す観測
ジオメトリである。図１２における移動目標検出装置は、レーダプラットフォーム１に搭
載され、レンジ方向に移動する移動目標２を観測する。移動目標検出装置には、送受信ア
ンテナ３が備えられている。
【０００６】
　なお、図１２において、送受信アンテナ３のアンテナ開口面は、レーダプラットフォー
ム１の進行方向に平行となっている。また、送受信アンテナ３のビームは、アンテナ開口
面に対して垂直となっている。さらに、送受信アンテナ３のビームは、図１２に示すよう
な、フットプリント４となっている場合を例に挙げて説明する。また、以下においては、
２次元平面を仮定して動作を説明するが、これらの仮定を満足しない場合においても、容
易に拡張して考えることが可能である。
【０００７】
　図１３は、送受信アンテナ３の開口を分割した様子を示す図である。図１３において、
第１の送信パルスは、電気的位相中心位置５ａにおいて送信される。また、第１の送信パ
ルスは、５ｂにおいて受信される。このため、第１の送信パルスの送受信の電気的位相中
心位置は、５ａと５ｂの中間点α（図１３の破線）とみなすことができる。同様に、第２
の送信パルスは、電気的位相中心位置６ａにおいて送信される。また、第２の送信パルス
は、６ｂにおいて受信される。このため、第２の送信パルスの送受信の電気的位相中心位
置も、６ａと６ｂの中間点α（図１３の破線）とみなすことができる。
【０００８】
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　従って、第１及び第２のアンテナ開口で受信されるデータの電気的位相中心位置は、中
間点αで等価的に同一とみなすことができる。すなわち、第１及び第２の送信パルスによ
る観測は、空間的に静止した位置（中間点α）から行われるとみなすことができる。
【０００９】
　このような観測を一定回数繰り返すことによって取得された２つの受信信号のそれぞれ
を、第１及び第２のデータ格納部にそれぞれ蓄積する。また、蓄積されたそれぞれの受信
信号を画像再生処理部へ送り、２枚分のレーダ画像を再生する。なお、レーダ画像の再生
原理及び手順は、合成開口レーダ（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ａｐｅｒｔｕｒｅ　Ｒａｄａｒ
：以下「ＳＡＲ」と称する）の画像再生処理として、一般的に広く知られており、説明は
省略する。
【００１０】
　上述で説明したように、２枚のレーダ画像は、空間的には同一の位置から観測されたデ
ータとみなすことができるが、観測した時刻が１パルス間隔分ずれていることが特徴であ
る。これにより、地表面の静止目標は、２つの画像再生処理の結果に基づいて同一の信号
として現れる。一方、移動目標の反射波は、第１及び第２のパルス間に移動した分の位相
回転が生じる。
【００１１】
　この特性を利用して、複素データ差分処理や複素相関処理による２枚のレーダ画像の差
分又は複素相関を算出する。これにより、移動目標からの信号と、静止目標からのクラッ
タとの信号に差異が生じ、移動目標を検出することができる。
【００１２】
　例えば、第１及び第２のアンテナで取得したクラッタの信号のデータが完全に一致して
いる場合、複素データの差分は、原点に分布する。同様に、第１及び第２のアンテナで取
得したクラッタの信号のデータが完全に一致している場合、複素相関を算出した結果は、
実軸上に分布する。一方、移動目標の信号は、複素データ差分処理及び複素関数処理に関
わらず、複素平面上に分布する。
【００１３】
　そこで、従来技術の１つとして、例えば、以下のものが挙げられる。
　２枚のレーダ画像間の位相差、及び移動目標とクラッタとの信号の強度比（Ｓｉｇｎａ
ｌ　ｔｏ　Ｃｌｕｔｔｅｒ　Ｒａｔｉｏ：以下、「ＳＣＲ」と称する）を２つの変数とし
て、次式（１）において与えられた誤警報確率Ｐｆａの下で、検出確率を最大化する閾値
Ｐｔｈを算出する。そして、確率密度Ｐ（η、ψ）が閾値Ｐｔｈ以下のものを移動目標で
あるとして検出する移動目標検出装置が提案されている（例えば、非特許文献１参照）。
【００１４】
【数１】

【００１５】
　なお、上式（１）のＰ（η、ψ）は、クラッタの複素平面上での確率密度分布を与える
式である。また、上式（１）のηは、受信信号の振幅である。さらに、上式（１）のψは
、位相角である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Ｃ．Ｈ．Ｇｉｅｒｕｌｌ著、「Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｌｏｏｋ　ＳＡＲ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍｓ　ｆｏｒ　Ｃ
ＦＡＲ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｒｏｕｎｄ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔｓ」、
ＩＥＥＥ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＯＮ　ＧＥＯＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＲＥＭＯ
ＴＥ　ＳＥＮＳＩＮＧ、２００４年４月、ＶＯＬ．４２、ＮＯ．４、ｐ．６９１－７０１
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　従来技術では、２枚のレーダ画像が空間的には同一の位置から観測されたデータではあ
るが、観測した時刻が１パルス間隔分ずれているという特性を利用して、移動目標の検出
を行っていた。しかしながら、受信信号の振幅や位相は、風の影響による樹木などの揺ら
ぎ、あるいは受信機の熱雑音によって変動する。このため、空間的に同一の位置からクラ
ッタを観測した場合においても、完全に同一な信号を受信することが困難な場合があった
。
【００１８】
　例えば、第１のアンテナにより受信された信号の画像再生結果と、第２のアンテナによ
り受信された信号の画像再生結果との差分を算出した場合、クラッタ信号が完全に一致し
ていれば、原点に分布する。しかし、上述で説明したような変動要因により、完全に同一
な信号を受信できない場合には、クラッタ信号おいても複素平面上に分布する。
【００１９】
　図１４は、静止目標であるクラッタ信号が、移動目標と同様に複素平面上に分布した場
合を示す分布図である。図１４に示すように、低速度で移動する目標の場合には、空間的
に同一の位置から観測された２枚のレーダ画像間の位相差が小さい。このため、低速度で
移動する移動目標の信号（図１４中のＡ）がクラッタ信号（図１４中のＢ）に埋もれてし
まう。この結果、従来技術では、低速度で移動する移動目標を検出することが困難である
といった問題点があった。
【００２０】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、地上面を低速度で
移動する移動目標をより確実に検出することができる移動目標検出装置を得ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る移動目標検出装置は、プラットフォームの移動方向に分割可能な開口を持
つアンテナに対して、所定の観測時間差を有する第１の観測地点及び第２の観測地点にお
ける観測時期を設定する観測時期設定手段と、第１の観測地点及び第２の観測地点のそれ
ぞれに対応してアンテナから取得された２枚のＳＡＲ画像を格納するデータ格納部と、第
１の観測地点及び第２の観測地点のそれぞれに対応して、データ格納部に格納された２枚
のＳＡＲ画像間の位相差をそれぞれ算出する位相差算出手段と、位相差算出手段によって
算出された第１の観測地点の位相差から、移動目標の第１の位置および移動速度を特定す
るとともに、移動目標が移動速度で第２の観測地点まで移動した際の第２の位置を推定す
る移動目標位置推定手段と、第１の位置における位相差と、第２の位置における位相差と
が、ともに所定閾値よりも大きい場合に、移動目標を真の移動目標と判断する移動目標検
出手段とを備えるものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る移動目標検出装置よれば、所定の観測時間差を有する少なくとも２箇所以
上の地点での観測結果に基づいて、移動目標であるか否かを判断することにより、地上面
を低速度で移動する移動目標をより確実に検出することができる移動目標検出装置を得る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る移動目標検出装置を用いて、地表面を移動する移動
目標を観測する場合の説明図である。
【図２】図１の移動目標検出装置の内部構成図である。
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【図３】移動目標がアジマス方向へのずれが生じない場合を画素で示す図である。
【図４】移動目標がアジマス方向へのずれが生じた場合を画素で示す図である。
【図５】位相差分布算出手段によって算出された結合位相差分布を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る移動目標検出装置の内部構成図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る移動目標検出装置の内部構成図である。
【図８】本発明の実施の形態４に係る移動目標検出装置の内部構成図である。
【図９】本発明の実施の形態５に係る移動目標検出装置の内部構成図である。
【図１０】レンジ方向に速度を有する移動目標を一般的な合成開口処理により画像化した
結果を示す図である。
【図１１】移動目標がアジマス方向へ速度を持っている場合と、移動目標がアジマス方向
へ速度を持っていない場合とを示す図である。
【図１２】従来の移動目標検出装置を用いて移動目標を観測するときの一例を示す観測ジ
オメトリである。
【図１３】送受信アンテナの開口を分割した様子を示す図である。
【図１４】静止目標であるクラッタ信号が、移動目標と同様に複素平面上に分布した場合
を示す分布図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
【００２５】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る移動目標検出装置を用いて、地表面を移動する移
動目標を観測する場合の説明図である。従来技術では、１つの観測地点において一定回数
繰り返し行った観測結果に基づいて、移動目標の検出を行っていた。これに対して、本実
施の形態１では、２箇所以上の複数の観測地点においてそれぞれ一定回数繰り返し行った
観測結果に基づいて、移動目標の検出を行うことを技術的特徴としている。
【００２６】
　なお、本実施の形態１においては、説明を容易にするため、図１に示すように、２箇所
の観測地点である観測１と観測２とで実施したＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理による検出結果を用
いて、移動目標検出を行う場合について説明する。しかしながら、本実施の形態１におけ
る移動目標検出は、このような図１の構成に限定されるものではない。３箇所以上の観測
地点により得られる複数個のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理による検出結果を用いて移動目標検出
を行ってもよい。
【００２７】
　移動目標検出装置１０は、図１に示すように、観測１及び観測２の２箇所において、地
表面を移動する移動目標を観測する。なお、本実施の形態１における移動目標は、レンジ
方向にのみ一定の速度（低速）で移動しているものとする。また、地表面には、植生も配
置されているものとする。
【００２８】
　図２は、本発明の実施の形態１における移動目標検出装置１０の内部構成図である。図
２における移動目標検出装置１０は、観測時期設定手段２０、送受信アンテナ３０、デー
タ格納部４０ａ、４０ｂ、位相差算出手段５０ａ、５０ｂ、移動目標位置推定手段６０、
位相差分布算出手段７０、移動目標検出手段８０及び出力データ格納部９０を備えている
。なお、詳細は、後述するが、移動目標検出装置１０内の各手段・各部は、概略、以下の
ように機能する。
【００２９】
　観測時期設定手段２０は、観測１及び観測２の２箇所におけるレーダ送受信時期の指令
信号を、送受信アンテナ３０に対して出力する。なお、観測１と観測２のレーダ送受信時
期（観測時間差）は、移動目標の移動速度に応じて設定する。
【００３０】
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　送受信アンテナ３０は、観測時期設定手段２０からの指令信号に基づいて、観測１及び
観測２の２箇所におけるレーダの送受信を実施する。なお、観測１及び観測２のそれぞれ
において一定回数繰り返し観測を行うための、送受信アンテナ３０の機能・動作は、先の
図１３で説明した従来技術と同様であり、説明を省略する。
【００３１】
　データ格納部４０ａには、観測１において送受信アンテナ３０により取得された２枚の
ＳＡＲ画像が格納される。また、データ格納部４０ｂには、観測２において送受信アンテ
ナ３０により取得された２枚のＳＡＲ画像が格納される。
【００３２】
　位相差算出手段５０ａは、データ格納部４０ａに格納された２枚のＳＡＲ画像間の位相
差を算出する。また、位相差算出手段５０ｂは、データ格納部４０ｂに格納された２枚の
ＳＡＲ画像間の位相差を算出する。
【００３３】
　移動目標位置推定手段６０は、位相差算出手段５０ａによって算出された２枚のＳＡＲ
画像間の位相差に基づいて、移動目標の速度を算出する。さらに、移動目標位置推定手段
６０は、算出した移動目標の速度と、観測１におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理の結果とに基
づいて、観測２における移動目標の位置を推定する。
【００３４】
　位相差分布算出手段７０は、位相差算出手段５０ａ、５０ｂにおいて算出されたそれぞ
れの位相差に基づいて、結合位相差分布を算出する。
【００３５】
　移動目標検出手段８０は、位相差分布算出手段７０によって算出された結合位相差分布
と、所定の閾値との比較に基づいて、移動目標を検出し、検出結果を出力データ格納部９
０に格納させる。
【００３６】
　次に、図２に示したような本実施の形態１における移動目標検出装置１０の一連動作に
ついて、より具体的に説明する。なお、レーダ画像の再生原理及び手順は、ＳＡＲの画像
再生処理として広く知られているため、説明を省略する。
【００３７】
　位相差算出手段５０ａ、５０ｂは、データ格納部４０ａ、４０ｂのそれぞれに格納され
ている２枚のＳＡＲ画像の位相差φを、次式（２）に基づいて算出する。
　　φ（ｍ、ｎ）＝∠（Ｚ１（ｍ、ｎ）Ｚ２

＊（ｍ、ｎ））　　　　　　　　　　（２）
【００３８】
　上式（１）のＺ１（ｍ、ｎ）は、１枚目のＳＡＲ画像の位置（ｍ、ｎ）が持つデータ値
である。また、上式（１）のＺ２（ｍ、ｎ）は、２枚目のＳＡＲ画像の位置（ｍ、ｎ）が
持つデータ値である。また、上式（１）の∠は、複素数の位相角をとる演算子である。さ
らに、上式（１）の＊は、複素共役である。
【００３９】
　なお、予め２回のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データの位相差を使用者が算出し、データ格
納部４０ａ、４０ｂに格納することで、本処理は不要となる。
【００４０】
　次に、移動目標位置推定手段６０は、位相差算出手段５０ａによって算出された２枚の
ＳＡＲ画像間の位相差から移動目標のレンジ方向の速度を算出する。なお、移動目標の移
動速度と２枚のＳＡＲ画像間の位相差とには、次式（３）の関係がある。
　　ψ＝４πＶＴｐ／λ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
【００４１】
　上式（３）のＶは、移動目標のスラントレンジ方向の速度である。また、上式（３）の
Ｔｐは、開口分割処理によりアロングトラック方向に分割された２枚の送受信アンテナ３
０の１回目及び２回目の観測間隔である。さらに、上式（３）のλは、波長である。
【００４２】
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　ここで、上式（３）の移動目標のスラントレンジ方向の速度Ｖは、移動目標のグランド
レンジ方向の速度Ｖｇｎｄと、次式（４）の関係がある。
　　Ｖｇｎｄ＝Ｖ／ｓｉｎθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
　ここで、上式（４）のθは、観測オフナディア角である。このため、上式（３）におい
て、スラントレンジ方向の速度Ｖの代わりに、上式（４）の速度Ｖｇｎｄを用いてもよい
。
【００４３】
　さらに、移動目標位置推定手段６０は、スラントレンジ方向の移動目標の速度Ｖと、観
測１におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理の観測データ及び観測２におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処
理の観測データ取得の観測時間差とから、観測２におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理によって
得られる移動目標の観測位置の推定値Ｙを、次式（５）に基づいて推定する。
　　Ｙ＝ＶΔｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
【００４４】
　上式（５）のΔｔは、観測１におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データの観測時刻と、観
測２におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データの観測時刻との観測間隔（観測時間差）であ
る。
【００４５】
　ここで、観測２で得られたＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理の結果における移動目標の検出位置を
図３、４に示す破線で囲まれた領域内で探索する。なお、破線の大きさは、観測１におけ
る移動目標の位相差から算出される移動速度と、予め決められている観測１及び観測２に
おける観測時間差により決定される。
【００４６】
　移動目標は、スラントレンジ方向に一定の速度（低速）で移動している場合、観測１に
おけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理結果による移動目標の位置（画素）と、観測２におけるＳＡ
Ｒ－ＧＭＴＩ処理結果による移動目標の位置（画素）との間では、アジマス方向へのずれ
は発生しない（図３における破線で囲まれた領域参照）。従って、観測２における移動目
標の位置は、上式（５）にスラントレンジ方向の移動目標の速度Ｖを適用して算出される
位置（図３（ｂ）の斜線部分に相当）に現れることが予想される。
【００４７】
　なお、観測１及び観測２の間に、移動目標がスラントレンジ方向に加速度を持っており
、移動速度が変化した場合、観測１におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理結果による移動目標の
位置（画素）と、観測２におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理結果による移動目標の位置（画素
）との間では、アジマス方向へのずれが発生する（図４における破線で囲まれた領域参照
）。この際には、レンジ方向とアジマス方向とを加えた範囲（図４の破線部）を探索する
ことで、観測１及び観測２における移動目標の位置を特定できる。
【００４８】
　このように、観測１におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理結果に基づいて観測２における移動
目標の範囲を予測し、予測した範囲内において、観測１及び観測２におけるＳＡＲ－ＧＭ
ＴＩ処理結果による移動目標の信号同士を関連付けることが可能となる。信号同士を関連
付ける方法としては、例えば、探索範囲内に含まれる信号の相関を算出し、相関値が最大
となる点を観測１及び観測２におけるそれぞれの移動目標の位置として特定する方法など
が挙げられる。
【００４９】
　次に、位相差分布算出手段７０は、移動目標位置推定手段６０によって特定された観測
１における移動目標の画素の位相差φ１と、観測２における移動目標の画素の位相差φ２

とを用いて、結合位相差分布Ｐ１２を算出する。より具体的には、この結合位相差分布Ｐ

１２は、図５に示すように、位相差φ１をＹ軸、位相差φ２をＸ軸としてプロットするこ
とで得られる。
【００５０】
　このとき、植生などによってランダムな位相差が生じた場合には、観測１及び観測２に
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おけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理データの位相差が無相関となる。従って、結合位相差分布Ｐ

１２には、図５に示すように、原点を中心とするクラッタ領域が分布する。
【００５１】
　一方、移動目標が一定の速度で移動する場合には、観測１及び観測２における位相差が
同じ位相差として観測される。従って、結合位相差分布Ｐ１２としては、図５における「
移動目標」で示した位置、すなわち、観測１における位相差φ１と観測２における位相差
φ２がほぼ同じ値となる位置に分布する。
【００５２】
　次に、移動目標検出手段８０は、結合位相差分布Ｐ１２に対して予め設定された閾値Ｐ

ｔｈによる閾値処理を実施する。ここで、閾値Ｐｔｈは、検出した移動目標の速度から算
出した位相差の√２倍の値として設定することができ、図５に示した結合位相差分布Ｐ１

２において、この閾値Ｐｔｈは、半径Ｐｔｈの円として表すことができる。
【００５３】
　そして、移動目標検出手段８０は、観測１における位相差φ１と観測２における位相差
φ２がほぼ同じ値となり、かつＰ１２＞Ｐｔｈであった場合（すなわち、位相差φ１と位
相差φ２が、ともに検出した移動目標の速度から算出した位相差よりも大きい場合に相当
）、移動目標であると判断する。一方、移動目標検出手段８０は、Ｐ１２≦Ｐｔｈであっ
た場合、移動目標ではないと判断する。そして、移動目標検出手段８０は、検出結果を出
力データ格納部９０に出力する。なお、図示されていないが、表示部は、出力データ格納
部９０からの出力データに基づいて、検出結果を表示する。
【００５４】
　以上のように、実施の形態１によれば、所定の観測時間差を有する少なくとも２箇所以
上の地点での観測結果に基づいて、移動目標であるか否かを判断している。これにより、
移動目標の信号とクラッタ信号とを明確に識別でき、地上面を低速度で移動する移動目標
を、より確実に検出することができる。
【００５５】
　実施の形態２．
　先の実施の形態１では、移動目標を検出するための閾値として、検出した移動目標の位
相差に基づく値を設定する場合について説明した。これに対して、本発明の実施の形態２
では、クラッタの位相差分布の理論値を用いて予め設定した誤警報確率を満たす閾値を算
出し、移動目標を検出するための閾値を設定する場合について説明する。
【００５６】
　図６は、本発明の実施の形態２に係る移動目標検出装置１０の内部構成図である。先の
実施の形態１における図２の移動目標検出装置１０と比較すると、本実施の形態２におけ
る図６の移動目標検出装置１０は、コヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂ及び閾値算
出処理手段１１０をさらに備えている点が異なっている。なお、他の構成は、先の実施の
形態１と同様であり、説明を省略する。
【００５７】
　ここで、詳細は、後述するが、移動目標検出装置１０内のコヒーレンス算出手段１００
ａ、１００ｂ及び閾値算出処理手段１１０は、概略、以下のように機能する。
【００５８】
　コヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂは、データ格納部４０ａ、４０ｂのそれぞれ
に格納されている２枚のＳＡＲ画像間のコヒーレンスを算出する。
【００５９】
　閾値算出処理手段１１０は、コヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂによって算出さ
れたそれぞれのコヒーレンスに基づいて、位相差分布の結合確率密度を算出する。また、
閾値算出処理手段１１０は、予め設定した誤警報確率を満足する閾値を、結合確率密度に
基づいて算出する。
【００６０】
　次に、本実施の形態２で新たに追加されたコヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂ及
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び閾値算出処理手段１１０を中心に、本実施の形態２における移動目標検出装置の動作を
、以下に説明する。
【００６１】
　まず、コヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂは、ＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理を実施のす
るために、データ格納部４０ａ、４０ｂのそれぞれに格納されている２枚のＳＡＲ画像間
のコヒーレンスを、次式（６）に基づいて算出する。
【００６２】
【数２】

【００６３】
　上式（６）のＮは、ウィンドの大きさであり、コヒーレンスを推定するために用いる画
素数に相当する。また、上式（６）のδは、振幅である。さらに、上式（６）のθは、偏
角である。
【００６４】
　なお、コヒーレンスは、２枚のＳＡＲ画像が同一軌道で取得されるという条件下におい
て、地表面に変化がない場合には、１に近い値となる。一方、その条件下において、地表
面に変化がある場合には、１よりも小さい値となる。
【００６５】
　次に、閾値算出処理手段１１０は、コヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂによって
算出された２枚のＳＡＲ画像処理データ間のコヒーレンスから算出される位相差分布から
、クラッタの結合確率密度を算出する。そして、予め設定された誤警報確率を満足するよ
うな移動目標を検出するための閾値を算出する。
【００６６】
　ここで、一様な領域においての２枚のＳＡＲ画像間の位相差は、複素相関（コヒーレン
ス）を用いて、次式（７）のように表される（例えば、Ｊ．Ｓ．Ｌｅｅ、Ｋ．Ｗ．Ｈｏｐ
ｐｅｌ、Ｓ．Ａ．Ｍａｎｇｏ、ａｎｄＡ．Ｒ．Ｍｉｌｌｅｒ著、「Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　
ａｎｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｌｏｏｋ　Ｐｏｌａｒｉ
ｍｅｔｒｉｃ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　ＳＡＲ　Ｉｍａｇｅｒｙ」、
ＩＥＥＥ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＯＮ　ＧＥＯＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＲＥＭＯ
ＴＥ　ＳＥＮＳＩＮＧ、１９９４年１月、ＶＯＬ．３２、ＮＯ．５、ｐ．１０１７－１０
２８参照）。
【００６７】
【数３】

【００６８】
　上式（７）のδは、２枚のＳＡＲ画像のコヒーレンスである。また、上式（７）のＫは
、マルチルック数である。また、上式（７）のβは、δｃｏｓ［φ－θ］である。また、
上式（７）のΓは、ガンマ関数である。さらに、上式（７）のＦは、ガウスの超幾何関数
である。
【００６９】
　観測１及び観測２におけるＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データにおいて、観測される植生な
どのようにランダムな位相差が分布する移動目標の場合、観測１及び観測２におけるＳＡ
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Ｒ－ＧＭＴＩ処理間の位相差の結合確率密度分布は、観測１における位相差分布と、観測
２における位相差分布とを、完全に独立としてみなすことができる。従って、結合確率密
度関数は、次式（８）のように、各ＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理間の位相差分布の積で表すこと
ができる。
　　Ｐ１２［φ１、φ２］＝Ｐ１［φ１］Ｐ２［φ２］　　　　　　　　　　　（８）
【００７０】
　上式（８）のφ１は、１回目（観測１）のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理に用いる２枚のＳＡＲ
画像間の位相差である。また、上式（８）のφ２は、２回目（観測２）のＳＡＲ－ＧＭＴ
Ｉ処理に用いる２枚のＳＡＲ画像間の位相差である。
【００７１】
　ここで、上式（７）と、予め設定された誤警報確率Ｐｆａとに基づいて、検出確率が最
大となる閾値Ｐｔｈを、次式（９）から算出する。
【００７２】
【数４】

【００７３】
　そして、移動目標検出手段８０は、閾値算出処理手段１１０によって算出されたＰｔｈ

に基づいて、閾値処理を実施する。移動目標検出手段８０は、Ｐ１２［φ１、φ２］＞Ｐ

ｔｈであった場合、移動目標であると判断する。一方、移動目標検出手段８０は、Ｐ１２

［φ１、φ２］≦Ｐｔｈであった場合、移動目標ではないと判断する。
【００７４】
　以上のように、実施の形態２によれば、クラッタの位相差分布の理論値を用いて、予め
設定した誤警報確率を満たす閾値を算出し、移動目標の検出を行っている。これにより、
先の実施の形態１よりも、より確実に地上面を低速度で移動する移動目標を検出すること
ができる。
【００７５】
　実施の形態３．
　先の実施の形態２では、予め設定した誤警報確率と各ＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データで
ある２枚のＳＡＲ画像間のコヒーレンスから閾値を理論的に算出し、移動目標を検出する
場合について説明した。これに対して、本実施の形態３では、位相差分布を算出した直後
に、予め移動目標検出処理を粗く実施し、静止目標を早い段階で排除することで、処理も
高速化を図る場合について説明する。
【００７６】
　図７は、本発明の実施の形態３に係る移動目標検出装置１０の内部構成図である。先の
実施の形態２における図６の移動目標検出装置１０と比較すると、本実施の形態３におけ
る図７の移動目標検出装置１０は、移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０ｂをさらに備
えている点が異なっている。なお、他の構成は、先の実施の形態２と同様であり、説明を
省略する。
【００７７】
　ここで、詳細は、後述するが、移動目標検出装置１０内の移動目標検出処理手段１２０
ａ、１２０ｂは、概略、以下のように機能する。
【００７８】
　移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０ｂは、それぞれ位相差算出手段５０ａ、５０ｂ
によって算出された２枚のＳＡＲ画像間の位相差を指標として、閾値処理を実施すること
により、移動目標を検出する。
【００７９】
　次に、本実施の形態３で新たに追加された移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０ｂを
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中心に、本実施の形態３における移動目標検出装置の動作を、以下に説明する。
【００８０】
　移動目標検出処理手段１２０ａは、位相差算出手段５０ａによって算出された２枚のＳ
ＡＲ画像の位相差を指標として、予め設定された閾値Ｐｔｈに基づいて移動目標を検出す
る。同様に、移動目標検出処理手段１２０ｂは、位相差算出手段５０ｂによって算出され
た２枚のＳＡＲ画像の位相差を指標として、予め設定された閾値Ｐｔｈに基づいて移動目
標を検出する。
【００８１】
　このときの判断方法は、先の実施の形態１における移動目標検出手段８０によるものと
同等である。すなわち、移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０ｂは、Ｐ１２＞Ｐｔｈで
あった場合、移動目標であると判断する。一方、移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０
ｂは、Ｐ１２≦Ｐｔｈであった場合、移動目標ではないと判断する。なお、閾値Ｐｔｈの
値は、低めに設定することで、より低速の移動目標を検出することができる。
【００８２】
　以上のように、実施の形態３によれば、それぞれの観測地点において、位相差分布を算
出した直後に、予め移動目標検出処理を粗く実施し、静止目標を早い段階で排除すること
ができる。これにより、移動目標を事前に絞り込むことができ、移動目標の検出処理の高
速化を図ることができる。
【００８３】
　なお、上述の実施の形態３では、２枚のＳＡＲ画像間の位相差を指標として、予め設定
された閾値Ｐｔｈに基づいて、移動目標を検出する場合について説明したが、必ずしもこ
のような構成に限定されるものではない。例えば、非特許文献１に記載されているような
ＳＣＲを指標とし目標検出など、移動目標を粗く推定できれば、どのような手法を用いる
ことも可能である。
【００８４】
　実施の形態４．
　先の実施の形態３では、複数回のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理の結果を統合する前に、粗く移
動目標検出を実施し、移動候補を絞った処理を行う場合について説明した。これに対して
、本実施の形態４では、本来、固定目標であるものを移動目標として誤検出してしまう場
合の対策について説明する。
【００８５】
　ビルなどの建造物の場合、レーダ装置の観測誤差により生じる僅かな位相差により、本
来は固定目標であっても、移動目標として検出してしまう可能性があった。そこで、本実
施の形態４では、複数回のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理において、常に同一画素に含まれる目標
については、僅かな位相差があった場合にも、静止目標として判断し、誤検出の低減を図
っている。
【００８６】
　図８は、本発明の実施の形態４に係る移動目標検出装置１０の内部構成図である。先の
実施の形態３における図７の移動目標検出装置１０と比較すると、本実施の形態４におけ
る図８の移動目標検出装置１０は、目標位置判定手段１３０をさらに備えている点が異な
っている。なお、他の構成は、先の実施の形態３と同様であり、説明を省略する。
【００８７】
　ここで、詳細は、後述するが、移動目標検出装置１０内の目標位置判定手段１３０は、
概略、以下のように機能する。
【００８８】
　目標位置判定手段１３０は、移動目標検出手段８０によって検出された移動目標の位置
を判定し、検出した移動目標が受信信号の高い静止目標であるか否かを判定する。
【００８９】
　次に、本実施の形態４で新たに追加された目標位置判定手段１３０を中心に、本実施の
形態４における移動目標検出装置の動作を、以下に説明する。
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【００９０】
　先の実施の形態１～３における移動目標検出手段８０による、観測１及び観測２におい
てのＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理用データである２枚のＳＡＲ画像間の位相差分布の結合確率に
基づく検出結果には、移動目標の他にも、構造物などのＳＣＲの非常に高いデータが含ま
れる可能性がある。
【００９１】
　従って、低速目標を検出しようとした場合、建造物などの高ＳＣＲ目標は、観測機器の
熱雑音などの僅かな観測誤差の影響で、移動目標検出処理手段１２０ａ、１２０ｂ及び移
動目標検出手段８０においても、移動目標として検出されてしまう。
【００９２】
　そこで、目標位置判定手段１３０は、移動目標検出手段８０の結果に基づいて、移動目
標と検出された目標の２枚のＳＡＲ－ＧＭＴＩ処理結果の画素の位置を評価する。すなわ
ち、目標位置判定手段１３０は、目標の位置がレンジ方向に変化しているか否かを判断す
ることで、建造物等の静止目標を識別する。
【００９３】
　このとき、目標位置判定手段１３０は、移動目標であれば、目標の位置がレンジ方向へ
変化するので、移動目標であると判定する。一方、目標位置判定手段１３０は、構造物な
どの完全に停止している目標であれば、目標の位置が変化することはないので、静止目標
であると判定する。
【００９４】
　以上のように、実施の形態４によれば、移動目標と検出された目標の２枚のＳＡＲ－Ｇ
ＭＴＩ処理結果の画素の位置を評価し、位置が変化しているか否かを判断している。これ
により、本来静止目標である目標を移動目標であると誤検出することを防止でき、先の実
施の形態１～３よりも、より確実に地上面を低速度で移動する移動目標を検出することが
できる。
【００９５】
　実施の形態５．
　先の実施の形態１～４では、レンジ方向のみに移動する移動目標の検出を行う移動目標
検出装置について説明した。これに対して、本発明の実施の形態５では、アジマス方向へ
の速度を有する移動目標についても検出を行う移動目標検出装置について説明する。
【００９６】
　ここで、本発明における実施の形態５では、取得時間の異なる２枚のＳＡＲ画像から地
表面に生じた変化を抽出する技術の１つであるＣＣＤ（Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　Ｃｈａｎｇｅ
　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を組み合わせることにより、移動目標検出及び変化抽出処理を同
時に実施する。これにより、アジマス方向への速度を有する移動目標の検出についても実
施することができる。
【００９７】
　なお、本発明における実施の形態５では、変化抽出の方法としてＣＣＤを例に挙げて説
明するが、これに限定されない。例えば、２枚のＳＡＲ画像から変化を抽出する手法であ
れば、輝度変化などによる変化抽出方法を用いてもよい。
【００９８】
　図９は、本発明の実施の形態５に係る移動目標検出装置１０の内部構成図である。先の
実施の形態４における図８の移動目標検出装置１０と比較すると、本実施の形態５におけ
る図９の移動目標検出装置１０は、コヒーレンス算出手段１００ｃ、画像データ選択部１
４０、変化抽出処理手段１５０、アジマスずれ補正手段１６０及び変化目標検出処理手段
１７０をさらに備えている。なお、他の構成は、先の実施の形態４と同様であり、説明を
省略する。
【００９９】
　ここで、詳細は、後述するが、移動目標検出装置１０内の画像データ選択部１４０、変
化抽出処理手段１５０、アジマスずれ補正手段１６０及び変化目標検出処理手段１７０は
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、概略、以下のように機能する。なお、新たに追加されているコヒーレンス算出手段１０
０ｃの構成・機能は、先の実施の形態１～４のコヒーレンス算出手段１００ａ、１００ｂ
と同様であるため、説明を省略する。
【０１００】
　画像データ選択部１４０は、観測１及び観測２において取得された２枚のＳＡＲ－ＧＭ
ＴＩ処理用データを、それぞれの観測の中から１枚選択する。なお、本発明における実施
の形態５では、図１３において受信１に相当する受信アンテナで観測されたデータを例に
挙げて説明するが、これに限定されるものではない。観測１及び観測２のデータのどちら
か一方を選択するのであれば、どの組み合わせを用いてもよい。
【０１０１】
　変化抽出処理手段１５０は、コヒーレンス算出手段１００ｃにおいて算出されたコヒー
レンスマップに基づいて、変化領域を抽出する。
【０１０２】
　移動目標がレンジ方向に移動した場合、画像再生処理の結果、結像する位置がアジマス
方向にずれた位置に結像する。アジマスずれ補正手段１６０は、このアジマス方向へのず
れを補正する。
【０１０３】
　変化目標検出処理手段１７０は、移動目標として検出されたデータと、ＣＣＤにより検
出された地形変化とから、２回の観測（観測１及び観測２）における変化目標を検出する
。
【０１０４】
　次に、本実施の形態５で新たに追加された変化抽出処理手段１５０、アジマスずれ補正
手段１６０及び変化目標検出処理手段１７０を中心に、本実施の形態５における移動目標
検出装置の動作を、以下に説明する。
【０１０５】
　まず、変化抽出処理手段１５０は、コヒーレンス算出手段１００ｃにおいて算出された
２枚のＳＡＲ画像間のコヒーレンスマップに対して、予め設定された閾値を用いて閾値処
理することにより、変化領域を抽出する。
【０１０６】
　ここで、閾値の設定方法は、誤警報確率に基づいて設定することができる（例えば、Ｍ
ａｒｋ　Ｐｒｅｉｓｓ、Ｄｏｕｇ　Ｇｒａｙ、ａｎｄＮｉｃｋ　Ｓｔａｃｙ著、「Ａ　Ｃ
ｈａｎｇｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｆｏｒ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｐａｓ
ｓ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　ＳＡＲ」、ＩＥＥＥ　Ｇｅｏｓｃｉｅｎｃｅ　ａ
ｎｄ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ、
２００３．　ＩＧＡＲＳＳ、０３．２００３、２、２１－２５参照）。
【０１０７】
　なお、本発明の実施の形態５では、閾値の設定方法を誤警報確率に基づいて設定する方
法を例に挙げて説明するが、これに限定されない。使用者が任意に設定した閾値を用いて
もよい。また、本処理では、コヒーレンスの低い領域を変化領域として抽出するものであ
れば、どのような方法を用いても構わない。
【０１０８】
　ここで、レンジ方向に速度を有する移動目標を、一般的な合成開口処理により画像化し
た結果は、図１０のようになる。この図１０に示すように、結像位置が本来の位置から、
レンジ速度に応じてアジマス方向にずれることが知られている。
【０１０９】
　そこで、アジマスずれ補正手段１６０は、この結像位置のずれを、推定された移動目標
の位相差から算出されるレンジ方向の推定速度と、変化抽出において変化のあった領域と
を用いて補正する。
【０１１０】
　レンジ方向に速度を有する移動目標のアジマス方向への結像位置のずれは、次式（１０
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）のように表される（例えば、大内　和夫著、「リモートセンシングのための合成開口レ
ーダの基礎」、東京電気大学出版局、２００４年参照）。
　　Ｘ＝－（Ｒ０／Ｖｓａｔ）Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０）
【０１１１】
　上式（１０）のＲ０は、アジマス時刻ｔ＝０［ｓｅｃ］のときの移動目標とアンテナと
の距離である。また、上式（１０）のＶｓａｔは、レーダプラットフォームの移動速度で
ある。なお、アジマス時刻は、合成開口時間をＴａとした場合、
　　－Ｔａ／２≦ｔ≦Ｔａ／２
で与えられる。
【０１１２】
　このように、アジマスずれ補正手段１６０は、上式（１０）を用いて、検出された移動
目標の検出位置を補正することができる。
【０１１３】
　ここで、図１１に示すように、検出された移動目標は、変化抽出処理手段１５０及びア
ジマスずれ補正手段１６０において得られた移動目標からの受信信号と、移動目標が移動
したことによる地表面の変化との両端が同じ位置に観測されているならば、アジマス方向
への速度を持っていないことがわかる。
【０１１４】
　一方、移動目標がアジマス方向に速度を持っていた場合には、移動目標の検出結果と、
ＣＣＤによる変化抽出結果の位置にずれが生じることがわかる。
【０１１５】
　変化目標検出処理手段１７０は、このような特性を利用して、移動目標のアジマス方向
の速度を推定する。移動目標のアジマス方向の速度は、アジマス方向のずれを補正した移
動目標の位置と、変化抽出処理の結果の終端との距離差を観測１及び観測２の間の観測時
間で割ることで推定する。従って、移動目標のアジマス速度や、観測１及び観測２の間の
目標の軌跡を追跡することができる。
【０１１６】
　以上のように、実施の形態５によれば、移動目標検出及び変化抽出処理を行うことによ
り、アジマス方向への速度を有する移動目標の検出についても行うことができる。この結
果、移動目標のアジマス速度や観測１及び観測２の間の目標の軌跡を追跡することができ
る。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０　移動目標検出装置、２０　観測時期設定手段、３０　送受信アンテナ、４０ａ、
４０ｂ　データ格納部、５０ａ、５０ｂ　位相差算出手段、６０　移動目標位置算出手段
、７０　位相差分布算出手段、８０　移動目標検出手段、９０　データ出力部、１００ａ
、１００ｂ、１００ｃ　コヒーレンス算出手段、１１０　閾値算出処理手段、１２０ａ、
１２０ｂ　移動目標検出処理手段、１３０　目標位置判定手段、１４０　画像データ選択
部、１５０　変化抽出処理手段、１６０　アジマスずれ補正手段、１７０　変化目標検出
処理手段。
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